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2009年（平成21年）の世界の漁業生産量は 9 012万トン 国別では 中国が最も多く 世界の

Ⅰ．世界の中の日本の漁業①〈世界の漁業・養殖業の状況〉

2009年（平成21年）の世界の漁業生産量は、9,012万トン。国別では、中国が最も多く、世界の
17％。
2009年（平成21年）の世界の養殖業生産量は、7,304万トン。国別では、中国が最も多く、世界の
62％。
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資料：FAO「Fishstat（Capture production 1950-2009）」及び
農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」

資料：FAO「Fishstat（Aquaculture production 1950-2009）」及
び農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」
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Ⅰ．世界の中の日本の漁業②〈世界の中の日本の水産業〉

我が国の漁業 養殖業生産量は ５５９万トン（平成２０年）で 世界第５位我が国の漁業・養殖業生産量は、５５９万トン（平成２０年）で、世界第５位。
我が国の一人当たり食用魚介類供給量は、５６．９Kg（平成１９年）で、主要国では世界第１位の魚
食大国。

（単位 K ）

平成１９年の一人・一年当たり食用魚介類供給量
（人口１００万人以上の国について比較）

（単位：万トン）

国 名 総 生 産 量 う ち 漁 業 う ち 養 殖 業

世 界 計 15,916 9,084 6,833 上位５カ国

平成２０年の主要国別生産量

（単位：Kg）
国 名 供 給 量

1 日 本 56.9

2 ポ ル ト ガ ル 54.8

3 韓 国 52.7

1 中 国 5,783 1,516 4,267

2 イ ン ド ネ シ ア 882 496 385

3 イ ン ド 758 410 348

4 ノ ル ウ ェ ー 51.4

5 マ レ ー シ ア 50.1

（単位：Kg）
国 名 供 給 量

4 ペ ル ー 742 738 4

5 日 本 559 441 119

6 フ ィ リ ピ ン 497 256 241 （参考）
国 名 供 給 量

6 ス ペ イ ン 40.0

9 フ ラ ン ス 34.8

18 中 国 26.5

29 オ ー ス ト ラ リ ア 24.2

7 米 国 486 436 50

8 チ リ 481 394 87

9 ベ ト ナ ム 458 209 250 オ ス ト ラ リ ア

30 米 国 24.1

41 イ ギ リ ス 20.4

10 タ イ 383 246 137

資料：FAO｢Fishstat (Capture production 1950 ‒ 2008）、（Aquaculture 
production 1950 ‒ 2008）（日本以外の国）｣及び農林水産省｢漁業・
養殖業生産統計年報（日本のみ）に基づき水産庁で作成

資料：FAO｢Food balance sheets｣（２００７）及び農林水産省｢食料需
給表｣（平成１９年）に基づき水産庁で作成。

注：人口１００万人未満の国を含めた場合には、①モルディブ
（176.5kg）②アイスランド（87.4kg）③キリバス（74.6kg）④
セーシェル（64.3kg）⑤日本（56.9kg）という順位となる。

養殖業生産統計年報（日本のみ）に基づき水産庁で作成。
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Ⅰ．世界の中の日本の漁業③〈我が国水産業の高い潜在力〉

我が国の排他的経済水域の面積は世界第６位であり 国土面積の約１２倍我が国の排他的経済水域の面積は世界第６位であり、国土面積の約１２倍。
我が国周辺水域には、栄養塩や魚を運んでくる親潮や黒潮などの海流がぶつかることで、豊かな漁
場が形成。

各国 排他的経済水域面積と国土面積 順位 我が国周辺に流れる主な海流と多種多様な魚介類

亜寒帯
寒流

各国の排他的経済水域面積と国土面積の順位 我が国周辺に流れる主な海流と多種多様な魚介類

国連海洋法条約により、自分の国が自由に漁業が出来る範囲
は、排他的経済水域の範囲内（自分の国から２００海里＝約３７０
㎞まで）に限られている。

暖流

リマン海流 親潮

国 名
排他的経済
水域面積

国土面積
順位

１位 米国 ７６２万ｋ㎡ ４位

２位 オーストラリア ７０１万ｋ㎡ ６位

３位 インドネシア ５４１万ｋ㎡ １５位

４位 ニュージーランド ４８３万ｋ㎡ ７４位

亜熱帯 黒潮

対馬海流

※日本の国土面積は38万k㎡ 」

５位 カナダ ４７０万ｋ㎡ ２位

６位 日本 ４４７万ｋ㎡ ６１位

注：① 世界中で約２５ ０００種 日本とその周辺海域からは約３ ９００種の魚※日本の国土面積は38万k㎡。」

資料：米国国務省｢LIMITS IN THE SEAS｣、海上保安庁HP

注：① 世界中で約２５，０００種、日本とその周辺海域からは約３，９００種の魚
類の生息が報告されている。

② 築地市場に入荷した魚類の種類（輸入を含む）は、累計８６４種（平成６～
１７年）。うち、多く入荷するものは２０１種（２３％）。

資料：（財）水産物市場改善協会調べ（平成１７年）
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平成21年 我が国 漁業 養殖業生産量は543 ト 対前年比29％減 生産額は 対前年

Ⅱ．我が国漁業生産と資源管理①〈平成21年は生産量・生産額とも大きく減少〉

21年

平成21年の我が国の漁業・養殖業生産量は543万トンで、対前年比2.9％減。生産額は、対前年
比9.5％減の１兆4,730億円。

漁業 養殖業の生産量 生産額の推移
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生
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産

額

沖 合 漁 業 …

沿 岸 漁 業 …

養 殖 業 4,095

内 水 面 890

漁 業 264

養 殖 業 626

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
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Ⅱ．我が国の漁業生産と資源管理②〈我が国周辺水域の資源状況〉

我が国周辺は、世界でもっとも豊かな漁場の一つであるが、水産資源は約４割が低位水準。

世界の主な漁場 我が国周辺の資源水準の状況（平成２２年）

世界の漁獲量の割合 ヤナギムシガレイ

太平洋
北西部インド洋

内水面
北西部
22.7％

0.2％
7.3％

11.3％

5.0％ 大西洋
北東部

世界の漁獲量の割合

1075

1,022
万トン

2,062
万トン

H22年度
資源評価

高位

11系群

ヤナギムシガレイ
イカナゴ

等

太平洋
南東部

我が国の排他的経済水
域が含まれる太平洋北西
部は、世界の漁獲量約９千
万トンの２割である約２千万
トンが漁獲される世界で最

太平洋

大西洋

北東部

南東部地中海
南氷洋

2.8％

12.2％

1.4％

3.7％

2.7％

1.5％
1.6％

％

9,079
万トン

4,900
万トン

2,082
万トン

1,075
万トン

資源評価
対象魚種
52魚種
84系群 中位

39系群

低位

34系群

マアジ
ニシン
マイワシ漁獲 世界 最

も生産性の高い水域。

資料：ＦＡＯ「Fishstat(Capture production 2008）」北西部

中東部
南西部

南東部
2.1％

0.6％
13.5％

2.3％

9.5％
マアジ
サンマ
等

マイワシ
等

資料：水産庁・（独）水産総合研究センター「我が国周
辺水域の漁業資源評価」等辺水域の漁業資源評価」等

注：資源水準分類の定義
過去２０年以上にわたる資源量（漁獲量）の推移か
ら、｢高位・中位・低位｣の3段階で区分
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Ⅱ．我が国の漁業生産と資源管理③〈水産資源の管理・回復〉

水産物の安定供給を図るためには、資源状況の改善と資源の持続的利用がきわめて重要。
漁業許可制度をベースとしつつ、漁獲可能量（TAC）制度や資源回復計画といった手法を組み合わ
せて資源管理を推進。

水産資源の管理・回復に関する施策

施 策 内 容 実 施 状 況

○ 主要な漁業種類を対象とした漁業許可制 ○ 大臣許可漁業として18漁業種類を指定

漁業許可制度

○ 主要な漁業種類を対象とした漁業許可制
度

○ 隻数及び総トン数、操業期間、操業区域、
漁具等の各種規制を実施

○ 大臣許可漁業として18漁業種類を指定
（指定漁業13（大中型まき網、沖合底びき網
等）、特定大臣許可漁業５）

○ 法定知事許可漁業として４漁業種類を指漁具等の各種規制を実施 ○ 法定知事許可漁業として４漁業種類を指
定（中型まき網、小型機船底びき網等）

漁獲可能量

○ 漁獲量が多く経済的価値が高いなどの要
件に該当し、漁獲可能量を決定するに足る
科学的知見がある魚種を対象

○ 平成８年度に制度を導入し、現在７魚種を
指定漁獲可能量

（ＴＡＣ）制度

（Total Allowable Catch）

科学的知見がある魚種を対象

○ 国が、年間の漁獲量の上限を設定

サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、
マサバ及びゴマサバ、スルメイカ、
ズワイガニ

資源回復計画

○ 科学的知見の程度に関わらず、漁業者の
意向等を踏まえ、緊急に資源回復を図るこ
とが必要と判断された魚種を対象

○ 平成13年度に制度を導入し、現在66計画
を実施中

○ 漁業者の合意に基づき、国又は都道府県
が減船、休漁等を内容とする計画を作成

６



資源状況が低位にある資源が多く見られる中 国民への水産物の安定供給 水産業の健全な発展

Ⅱ．我が国の漁業生産と資源管理③〈水産資源の管理・回復〉

資源状況が低位にある資源が多く見られる中、国民への水産物の安定供給、水産業の健全な発展
を確実なものとするためには、資源状況等に即した水産資源の適切な管理が最も重要な課題。
このためには、漁業者、研究機関、行政が一体となった計画的資源管理を行うことが重要。
今般導入する資源管理指針・資源管理計画の体制は、現在、資源回復計画等により行われている
計画的資源管理を他 魚種 漁業 も拡大し 基本的 全 漁業者が計画 基づく資源管理計画的資源管理を他の魚種、漁業にも拡大し、基本的に全ての漁業者が計画に基づく資源管理に
参画するよう促すもの。
併せて、資源管理・収入安定対策を講じることによって、資源状況の変化等に即した機動的資源管
理が進められることを期待するところ。理 進められる を期待する ろ。

指針により、資源管理の方向
性を体系化

指針に沿った
計画を作成、

◇ 新たな資源管理体制のイメージ

公 的 規 制
漁業関係法令、漁業調整規則、漁業権行使規則、

許可の制限条件、委員会指示
資源管理計画

実践

資 源 回 復 計 画
広域種（国）、地域種（都道府県）

資源管理計画
（漁業者作成）

指
針･

指
針･

資 源 管 理 指 針
(国・都道府県作成）

自主的資源管理
・地域ごとの資源管理型漁業の予算事業
・浜のルール 申し合わせ事項等

計
画
に
包
含

計
画
に
包
含

資源管理を
下支え

浜のル ル、申し合わせ事項等 含含
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Ⅱ．我が国の漁業生産と資源管理④〈資源管理・漁業所得補償対策の概要〉

資源管理への取組 積立ぷらす（国と
漁業者の積立て方
式）の発動ライン
（原則９割）

収入変動

 基準収入（注）から一定以上の減収が

資源管理・収入安定対策を実施
 国・都道府県が作成する「資

資源
管理・
収

（原則９割）

100

基準収入(注)
 基準収入（注）から 定以上の減収が
生じた場合、「漁業共済」（原則8割ま
で）、 「積立ぷらす」（原則9割まで）に
より減収を補填

 漁業共済・積立ぷらすの仕組みを活

 国・都道府県が作成する「資
源管理指針」に基づき、漁業者
（団体）が休漁、漁獲量制限、
漁具制限等の自ら取り組む資
源管理措置について記載した
資源管理計画を作成し これを収入

安定
対策

漁業共済
（掛け捨て方式）
の発動ライン
（原則８割）

用して、資源管理の取組に対する補助
を実施。
※ 補助額は、漁業共済掛金の30％（平
均）、積立ぷらすの積立金（漁業者１：国
３）の国庫負担分に相当。

資源管理計画を作成し、これを
確実に実施

 養殖の場合、漁場改善の観
点から、持続的養殖生産確保
法に基づき、漁業協同組合等

（原則８割）

(注)基準収入：個々の漁業者の直
近5年の収入のうち、最大値と最
小値を除いた中庸3カ年の平均値

） 国庫負 分 相 。

 このほか、積立ぷらすの加入要件を
緩和

が作成する漁場改善計画にお
いて定める適正養殖可能数量
を遵守

コスト

資金の積立

 漁業者と国が１：１の割合で資  原油価格・配合飼料原料価格が、直前２
年間の平均価格の115 を超えた場合 超

価格高騰の場合に補填

価
格

価格高騰の影響を緩和

＝補填分

コスト
対 策

 漁業者と国が の割合で資
金を積立 年間の平均価格の115％を超えた場合、超

えた分を補填

※ 平成22年度より導入済みの「漁業経営セーフティーネット構築事業」の仕組みを活用

格
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Ⅲ．漁業経営①〈漁業者数の減少と漁船の高船齢化〉

漁業就業者数は平成２１年 約２１ 人 平均年齢は５６ ２歳（平成２０年）漁業就業者数は平成２１年で約２１万人。平均年齢は５６．２歳（平成２０年）。
新規就業者数は平成２１年で２，００２人。
指定漁業（捕鯨業を除く。）では、21年以上経過している漁船が4割以上と高船齢化が進展。生産
性の低下やメンテナンス経費の増大、安全性の低下が懸念。

150 

漁船についても高齢化が進行

隻
数

↓中央値

漁業就業者の推移

65歳以上 40～59歳 15～24歳

性 低下や テナ 経費 増大、安全性 低下 懸念。

35 32．5

27 7 100

数
（
隻
）

↓中央値
（万人） 60～64歳 25～39歳

歳

(15.2)

(18.0)

(26.5)

(33.3)
(34 2)

20

25

30 27.7
23.8

22.2
21.2

100 

(47.8)

(42.4)
(39.2) (37.4) (34 8)

(15.4)

(12.9)
(12.6) (14.0)

(33.3)
(34.2) (35.8)

10

15

20

50 

(3.2) (2.6) (2.8) (3.0) (2.9)

(15.8) (13.1) (11.8) (12.9) (12.6)

(37.4) (34.8)

0

5

平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成21年

0 

0 5 10 15 20 25 30～平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成21年 0 5 10 15 20 25 30
船齢（年）
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平成21年の漁業就業者数は前年比46％減の21万２千人 漁業就業者の高齢化も進行

Ⅲ．漁業経営②〈漁業就業者の動向と新規就業の促進〉

平成21年の漁業就業者数は前年比4.6％減の21万２千人。漁業就業者の高齢化も進行。
一方、厳しい雇用情勢や職業・ライフスタイルに対する考え方が多様化するなかで、新規就業者数
は増加傾向。

1784

2,002
2,000
（人）

新規漁業就業者数の推移

1,418
1,514

1,423

1,256 1,242

1,784

1,500

（人）

, 1,242

1,081

1,000

500

資料 農林水産省「農林水産業新規就業者調査結果 （ 1 4 1 5 年） 及び「漁業セ サ （2008年）から作成 16 21年は都道府県が実施し

0

平成14 15 16 17 18 19 20 21年

資料：農林水産省「農林水産業新規就業者調査結果」（ 1 4 、1 5 年） 及び「漁業センサス」（2008年）から作成。16、21年は都道府県が実施し
ている新規就業者に関する調査から推計。17～19年は（社）大日本水産会による漁業協同組合へのアンケート調査結
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Ⅲ．漁業経営③〈我が国漁業の生産性〉

8万 60

我が国の漁業者１人当たりの生産量及び生産額は、EU加盟国の平均と同程度。

漁業生産力の国際比較（生産量／人、生産額／人）
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日本
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20 
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日本
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ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

資料：OECDレポート2009（日本以外）、農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」（19年）及び「漁業就業動向調査報告書」（19年）に基づき
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0 20 40 

ﾒｷｼｺ

トン／人トン／人
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0 100 200 300 

水産庁で作成
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漁業用Ａ重油の価格は 近年 国際的な需給関係に加え 投機資金などの影響により乱高下 平

Ⅲ．漁業経営④〈漁業経営の状況〉

漁業用Ａ重油の価格は、近年、国際的な需給関係に加え、投機資金などの影響により乱高下。平
成20年８月に史上最高額を記録した後、一旦下落したが、23年に入って再度上昇局面にあり、予
断を許さない状況。
平成21年度の漁船漁業（10トン以上の動力漁船）を営む会社経営体の経営は、油費の減少により
漁労支出は低 したも 漁労売上高が大きく低 漁労利益 赤字が拡大し 経常利益は赤漁労支出は低下したものの、漁労売上高が大きく低下。漁労利益の赤字が拡大し、経常利益は赤
字に転落。

漁業用Ａ重油の価格の推移 会社経営体（漁船漁業）の経営状況の推移

5 

10 

百万円

120 

140 
円/ℓ

23年４月
93 4円/ℓ

20年８月
124.6円/ℓ
史上最高額

経常
利益

事業外
利益

漁労外
利益

漁業用Ａ重油の価格の推移 会社経営体（漁船漁業）の経営状況の推移
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80 

100 
93.4円/ℓ史上最高額
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40 

60 

-20 

-15 

13 14 15 16 17 18 19 20 21年度
0 

20 

平成16 17 18 19 20 21 22 23年

漁労
利益

資料：水産庁調べ

平成16 17 18 19 20 21 22 23年

資料：農林水産省「漁業経営調査報告」に基づき水産庁で作成
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個人経営体のうち 専業経営体は48 4％ 第１種兼業は29 5％ 第２種兼業は22 1％

Ⅲ．漁業経営⑤〈漁業経営体の漁業収入への依存度〉

個人経営体のうち、専業経営体は48.4％、第１種兼業は29.5％、第２種兼業は22.1％。
漁船規模が大きくなるほど専業率が高まり、第２種兼業が減少。
農業と比べても漁業収入への依存度が高い。

漁船規模別 専業 兼業経営体 分布 個人経営体 うち専業 兼業経営体 割合

22.1%

100%

漁船規模別 専業・兼業経営体の分布 個人経営体のうち専業・兼業経営体の割合
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Ⅲ．漁業経営⑥〈養殖業経営の状況〉

養魚用配合飼料の主原料の魚粉の輸入価格は、中国をはじめとする世界的な需要増を背景に、平
成22年度前半に大きく上昇し、以降も高値で推移。
収入、支出ともに規模が大きいブリ、タイ養殖は、漁労所得の変動が大きく、経営が不安定な傾向。

16

万円／トン

H22年7月 漁 労 所 得

魚粉の輸入単価の推移 海面養殖漁家の漁労所得の推移

12

14
153,108円/トン

漁 労 所 得

15年度 16 17 18 19 20 21

平 均 571 626 611 508 538 366 388

ブ リ 1 014 617 ▲42 1 081 141 ▲614 ▲39

8

10

H23年3月

ブ リ 1,014 617 ▲42 1,081 141 ▲614 ▲39

タ イ ▲634 ▲493 356 389 917 ▲434 ▲756

真 珠 450 403 24 ▲14 708 ▲97 ▲107

真珠母貝 226 226 332

4

6
H23年3月

118,110円/トン
真珠母貝 226 226 332 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

カ キ 769 566 697 454 185 377 476

ホタテガイ 670 1,020 894 597 608 417 525

0

2

平成5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

ノ リ 692 763 748 574 682 575 562

ワ カ メ 396 448 435 375 347 495 325

資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成 資料：農林水産省「漁業経営調査報告」に基づき水産庁で作成
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Ⅳ．我が国における水産物の消費①

〈我が国の１人当たり魚介類供給量は主要国で第１位〉

我が国の１人当たりの魚介類供給量は、人口100万人以上の国の中で世界１位。魚食が我が国
の長寿を支えている。

主要国の国民１人１年当たりの食用魚介類供給量と平均寿命の関係（2007年）
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国民１人１年当たりの魚介類供給量（ｋｇ／人年）

資料：FAO「Food balance sheets」（日本以外の国）、農林水産省「食料需給表」、WHO「Statistical Information System（WHOSIS）」に基づき
水産庁で作成

国民１人１年当たりの魚介類供給量（ｋｇ／人年）
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国民１人１日当たりの魚介類の摂取量は減少が続 て る 平成18年には初めて肉類の摂取量が

Ⅳ．我が国における水産物の消費②〈魚介類消費量の減少が続いている〉

国民１人１日当たりの魚介類の摂取量は減少が続いている。平成18年には初めて肉類の摂取量が
魚介類を上回る。21年には肉類と魚介類の摂取量の差が拡大。

110 

g/人/日

肉と魚の摂取量が逆転！

国民１人１日当たり魚介類と肉類の摂取量の推移
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資料：厚生労働省「国民栄養調査」（平成７～14年）、「国民健康・栄養調査報告」（平成15～21年）
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Ⅳ．我が国における水産物の消費③
〈家庭で消費される魚が変化している〉

家庭での鮮魚購入数量の上位３種は、昭和40年はアジ、イカ、サバ。平成22年はサケ、イカ、マグロ
へと変化。魚介類の購入形態や購入先の変化が反映しているものと考えられる。

0 2 4 6 8 10 12 14

主要国の国民１人１年当たりの食用魚介類供給量と平均寿命の関係（2007年）

ア
ジ

イ
カ

サ
バ

カ
レ
イ

マ
グ
ロ

サ
ン
マ

サ
ケ
タ
イ

イ
ワ
シ

タ
コ
ブ
リ

カ
ツ
オ

そ
の
他

昭和

40年

ア イ サ

イ

カ

ロ

マ

マ

サ
サタ

シ

イ
タ ブ

オ

カ

他

そ昭和 ア
ジ

イ
カ

サ
バ

レ
イ

グ
ロ
ン
マ

サ
ケ
タ
イ
ワ
シ

タ
コ
ブ
リ
ツ
オ

の
他

昭和

57年

ア
ジ

イ
カ
サ
バ

カ
レ
イ

マ
グ
ロ

サ
ン
マ

サ
ケ
タ
イ

イ
ワ
シ

タ
コ
ブ
リ

カ
ツ
オ

そ
の
他

平成

22年

資料：総務省「家計調査」（昭和40年、昭和57年は全世帯（農林漁家世帯を除く）、平成22年は二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く））に基づ
き水産庁で作成
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Ⅳ．我が国における水産物の消費④
〈生鮮魚介類の購入数量の地域差が縮小、世代の数量の違い〉

水産物の低温輸送技術の発達、量販店を中心とした水産物流通体系の構築等により、生鮮魚介類
の購入数量の地域による差が縮小。
若い世代ほど家庭での生鮮魚介類の購入量が少ない。特に次世代を担う子どもやその親世代に対若い世代ほど家庭での生鮮魚介類の購入量が少ない。特に次世代を担う子どもやその親世代に対
する魚食の普及が課題。

都道府県庁所在都市別生鮮魚介類１人当たり購入数量
の推移

世帯主の年齢階級別の世帯員１人当たり
生鮮魚介類購入数量の推移
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資料：総務省「家計調査」に基づき水産庁で作成

昭和55 平成2 12 21年
昭和25年以前生まれ (現在60歳以上）

昭和26～35年生まれ （現在50～59歳）

昭和36～45年生まれ （現在40～49歳）

昭和46～55年生まれ （現在30～39歳） 18



Ⅳ．我が国における水産物の消費⑤
〈水産物をめぐる安全性と消費者の信頼の確保〉

消費者に安全で信頼できる水産物を供給するため、生産や加工の工程を適切に管理して安全を
確保し、その取組について分かりやすく情報提供することが重要。
養殖水産物では、生産・出荷・加工の各工程で危害要因を低減する「養殖生産工程管理手法」養殖水産物 、生産 出荷 加 各 程 危害要因を低減する 養殖生産 程管理手法」
（GAP手法）の導入や、生産履歴の情報を開示する取組が進んでいる。
製品の付加価値向上や輸出のため、全国の1,102の水産加工場がHACCP手法を導入。

消費者が水産物を購入する際に重視すること（複数回答）

67.7

54 6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

鮮度

安全 安心であること

％

54.6

49.4

26.3

26 3

安全・安心であること

価格

国産であること

旬の魚であること26.3

14.4

13.1

1.9

旬の魚であること

近隣で漁獲された水産物であること

切身や干物など調理しやすい形で売られていること

資源の枯渇のおそれがないなど、水産資源の管理上、問題のない魚種であること

1.2

0.9

資源 枯渇 、水産資源 管 、問題 魚種

その他

調理されて売られていること

資料：農林水産省「食料・農業・農村及び水産資源の持続的利用に関する意識・意向調査」（平成23年５月公表）
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Ⅳ．我が国における水産物の消費⑥
〈我が国の食用魚介類自給率〉

食用魚介類の自給率は、近年、微増傾向にあったが、平成19～21年度は、国内生産量と輸入量
がともに減少したことから、３年連続で62％。
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資料：農林水産省「食料需給表」

昭和35 40 45 50 55 60 平成2 7 12 17 21年度
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水産物に対する需要が世界的に拡大するなか 世界 水産物貿易は 数量 金額ともに増加傾

Ⅴ．水産物貿易①〈拡大する世界の水産物貿易〉

水産物に対する需要が世界的に拡大するなかで、世界の水産物貿易は、数量、金額ともに増加傾
向で推移。2008年（平成20年）の総輸入金額は過去最高。
穀物類などと比較すると、水産物は輸出に仕向けられる割合が高い。長期的にみても水産物の輸出
仕向割合は増加。

輸入量（万トン） 輸入金額（億ドル）

仕向割合 増加。

世界の水産物輸入貿易量・金額の推移 世界生産量のうち輸出に仕向けられる割合の品目別推移

┌水産物

1,000

1,200

3,000

輸入量（万トン） 輸入金額（億ドル）

平成20（2008）年
3,354万トン

40%

600

800

2,000
輸入量（左目盛）┐

20%

30%

┌果物

米

┌油糧作物類

└肉

└穀物類400

600

1,000 平成20（2008）年
1 086億ドル

輸 （ ）┐

10%

20%

┌米

└野菜

肉

0

200

0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

1,086億ドル

輸入金額（右目盛）

0%
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005年

資料：FAO 「Fishstat（commodities production and trade（1976-2008））」

1975

(昭和50)

1980

(昭和55)

1985

(昭和60)

1990

(平成2)

1995

(平成7)

2000

(平成12)

2005

(平成17)
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005年

資料：FAO 「Food balance sheets」に基づき水産庁で作成
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近年 世界の水産物需要の拡大等を背景に 我が国の水産物輸出は増加傾向

Ⅴ．水産物貿易②〈我が国の水産物の輸出〉

近年、世界の水産物需要の拡大等を背景に、我が国の水産物輸出は増加傾向。
平成22年の水産物の輸出量は57万トン、輸出金額は1,955億円。これは、我が国の農林水産物・
食品の輸出金額（4,921億円）の４割を占める。
水産物輸出の拡大のためには、相手国が設定する衛生条件等に適合することが必要であり、
HACCPの導入促進や衛生証明書の発行体制整備等が重要HACCPの導入促進や衛生証明書の発行体制整備等が重要。

我が国の水産物輸出量・金額の推移と金額内訳（2010年（平成22年））

輸出量（万トン） 輸出金額（億円）
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資料：財務省「貿易統計」 22
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水産物流通は 産地市場において仕分け 分荷 出荷された後 消費地市場に再度集荷され 最終

Ⅵ．水産物流通・加工の状況①〈水産物流通の状況〉

水産物流通は、産地市場において仕分け・分荷・出荷された後、消費地市場に再度集荷され、最終
的に小売店を通じて消費者に届く多段階の流通システム。
水産物産地市場の多くは、取引規模が小さく価格形成力が弱いため、市場の統合や施設の集約
化、市場機能の高度化等により、漁業者の手取り向上につなげることが課題。、 、 業 課

流通段階ごとの経費の内訳（水産物、青果物）

生産者受取価格

25.0 産地卸売経費

1.1 

産地出荷業者経費

24.0 
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小売経費

38.3 
水
産
物
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％
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生産者受取価格 42.9 集出荷団体経費

19.3 卸売経費

4.9 

仲卸経費

8.4 
小売経費

24.4 

青
果
物
平
均

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

均

％

資料：農林水産省「食品流通段階別価格形成調査（水産物経費調査）」及び「食品流通段階別価格形成調査（青果物経費調査）」（22年６月）
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Ⅵ．水産物流通・加工の状況②〈水産物加工の状況〉

平成20年の水産加工業の出荷額は３兆3,978億円。食品製造業の総出荷額のうち13.6%。
我が国の漁業・養殖業による国内消費仕向量のうち６割が加工向け。水産加工業は漁村地域の基
幹産業としても重要な役割。
水産加工品の生産量は 水産物の消費低迷や事業所数の減少 原料確保の不安定化等を背景に

その他の食

水産加工品の生産量は、水産物の消費低迷や事業所数の減少、原料確保の不安定化等を背景に
減少傾向。

国内消費仕向量の形態別内訳 水産加工事業所数及び生産量の推移
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資料：農林水産省「食料需給表」

平成5年 10 15 18 19 20 21

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」、「水産物流通統計年報」、（社）日本缶詰協
会「缶詰時報」、（財）日本水産油脂協会「水産油脂統計年鑑」、経済産業省「工業統計」
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Ⅶ．６次産業化の推進と地域資源の活用①〈漁村のおかれている現状〉

我が国の沿岸地域を支える漁村
①漁港数：2,914港（海岸線12.1kmごと）、②漁業集落：6,298集落（海岸線5.6kmごと）

漁村は全国平均と比べ高齢化率が高く、漁家率の高い集落ほど人口の減少率が高い。
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資料：漁村の人口推移と高齢化率は水産庁調べ、日本の高齢化率は平
成12年、17年は総務省「国勢調査」、その他の年は「人口推計」

注：高齢化率=65歳以上人口／総人口

資料：水産庁調べ
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Ⅶ．６次産業化の推進と地域資源の活用②
〈漁業・漁村の6次産業化に向けて〉

漁村の活力を向上させ、漁業者の手取りと雇用を確保していくため、地場の豊かな水産資源を活か
した６次産業化の取組の一層の促進が必要。

漁村における6 次産業化のイメージ

加 業

漁村において次のような取組を推進
■生産・加工・流通の一体化による付加価値の拡大
■漁業と２次 ３次産業との融合による地域ビジネスの展開

漁村

漁村における６次産業化とは

水産物の直売
水産物加工

漁家民宿

加工業

地域住民 旅館業

■漁業と２次・３次産業との融合による地域ビジネスの展開
や新たな産業の創出

漁業者等の所得と雇用の確保を図るとともに、地域
の魅力を高めることにより交流 定住人口を確保地域住民

漁家レストラン

旅館業 の魅力を高めることにより交流・定住人口を確保

都市部

体験漁業

漁業者

観光業
ホエールウォッチング

NPO

都市部

豊漁祭等のイベント 遊漁

漁業者が定住し、漁業が存続できる
地域づくりのポイント

海レク業

地産地消の取組などを通じ、地域内に
おける新たな経済循環を形成すること
が重要

地域づくりのポイント

漁村活性化に資する
地先漁業の推進

地域資源の保全 都市漁村交流の推進
関連対策
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Ⅶ．６次産業化の推進と地域資源の活用

〈再生可能エネルギーを利用した省エネ・ＣＯ２削減等の取組〉

全国各地の漁港等において、省エネ化やＣＯ２排出量の削減のため、風力や太陽光などの再生
可能エネルギーが利用されているところ。

実地
地域

取組の
種類

取 組 内 容

漁港における省エネ・ＣＯ２削減の取組事例

宮崎県
Ｍ漁港

太陽光
発電

４０ｋｗの太陽光発電設備を設置し、荷捌所へ
電力供給

青森県 太陽光 １０ｋｗの太陽光発電設備を設置し 活魚蓄養青森県
Ｓ漁港

太陽光
発電

１０ｋｗの太陽光発電設備を設置し、活魚蓄養
施設へ電力供給

茨城県
Ｈ漁港

風力発電
１０００ｋｗの風力発電施設を整備し、製氷施設、
荷捌き施設、岸壁照明等へ電力供給

Ｈ漁港（茨城県）の風力発電 Ｋ漁港（宮崎県）の太陽光発電
（荷捌所屋根に設置された太陽光パネル）

Ｈ漁港 荷捌き施設、岸壁照明等 電力供給

新潟県
Ｎ漁港

風力発電
６００ｋｗの風力発電施設を整備し、交流施設、
漁港施設へ電力供給

北海道
Ｔ漁港

雪氷冷熱
利用

ホタテの出荷調整のための蓄養水槽の海水温
管理に雪冷熱を活用

１８の道府県で 小型の風力 太陽光発電型の岸壁照明灯 道
Ｎ漁港（新潟県）の風力発電 Ｓ漁港（北海道）の太陽光発電

１８の道府県で、小型の風力、太陽光発電型の岸壁照明灯、道
路照明灯の導入実績。

港
（蓄養施設の屋根に設置された太陽光パネル）
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Ⅷ．漁協系統組織の組織・経営・事業基盤の強化

漁業協同組合の事業規模が縮小するなかで、事業管理費の削減が進まないことから、約７割の組
合で事業利益が赤字。
多額の繰越欠損金が障害となって合併できず、経営改善も困難となっている漁協も少なくない。
国では 平成20年度には 経営改善計画の策定・実行に取り組む漁協を支援するため 欠損金見国では、平成20年度には、経営改善計画の策定 実行に取り組む漁協を支援するため、欠損金見
合いの借換資金である「漁協経営改革支援資金」を創設。22年度からは、漁協経営改革支援資金
の利息を助成する「漁協経営基盤強化推進事業」を実施。

漁協全体の事業総利益 事業管理費 事業利益の推移

1,455
1,388

1,2871,301

1,434
1,378

1,206
1 132 1 147 1 116

1,400

1,600

事業総利益 事業管理費 事業利益億円

漁協全体の事業総利益、事業管理費、事業利益の推移

1,063 1,084
1,127

1,092

,
1,132 1,147 1,116
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1,200
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200
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-200
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200
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資料：水産庁「水産業協同組合統計表」
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